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●必要税書類チャート図 下記のチャート図を参考に必要税書類を確認してください。 
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＜給与所得のみの場合＞ 

例／特別区民税・都民税 特別徴収税額

の決定・変更通知書 

＜確定申告をされている場合＞ 
例／特別区民税・都民税 普通徴収税額

の決定・納税通知書 

＜その他所得（株式配当、株式譲渡所
得等）がある場合＞ 

例／特別区民税・都民税 普通徴収税額

の決定・変更通知書 

※いずれも写しで構いません。 

生計同一者に扶養されている方は扶養者の

税情報で確認します（※１）。 

1 月 1 日現在の住民登録地で発行 

住民税申告書（注）または住民税課税（非課税）証明書
を提出してください（写しで可）。 
◎住民税の申告が必要な場合があります。 

提出税書類はありません 
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住民税課税（非課税）証明書を提出してく
ださい（写しで可）。 
◎住民税の申告が必要な場合があります。 
1 月 1 日現在の住民登録地での手続きをし
てください。 

住民税申告をしている 
（給与所得・確定申告） 

住民税申告をしている 
（給与所得・確定申告） 

1 月 1 日現在 世田谷区に住民登録がある 
（令和５年度住民税は令和５年１月１日現在、令和６年度住民税は令和６年１月１日現在） 

（注）「住民税申告書」とは、世田谷区課税課に住民税の申告を 

するための用紙です。世田谷区課税課の受付印が押印されて 

いる「住民税申告書」（写）をご提出ください。 


